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こうれいしゃ あんしん く ゆた す

子どもから高齢者まですべての人が安心して暮らせる、豊かで住みや

すいまちにするためには、
せいべつ かんけい びょうどう にんげん

性別に関係なくすべて 平等 に、人間としての

すばらしさをお
たが みと あ じ ぶ ん い し こうどう

互いに認め合いながら、自分の意思で行動し、それぞれ

の
こ せい のうりょく じゅうぶん い ひつよう

個 性や 能力 を 十分 に生かすことが必要です。 

だんせい じょせい か じ い く じ

 しかし、日本の社会では古くから男性は仕事、女性は家事と育児など、

さまざま やくわり わ くに

様々なところで性別による役割を分けてきました。国は平成１１年に「男

女共同参画
しゃかい き ほ ん ほ う ほっかいどう びょうどう さんかく

社会 基本法」を、北海道は平成１３年に「北海道男女 平等 参画
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すいしん さだ ふびょうどう な と く

推進条例」を定めて、このような不平等を無くすることに取り組んでい

ますが、
げんざい か て い がっこう しょくば ち い き しゃかい

現在もなお家庭や学校、職場や地域 社会において、性別による

さ べつ み

差 別が見られます。 

じょうきょう はや かいしょう

恵庭市は、このような 状 況 を一日も早く 解消 して、すべての男女が

平等に暮らせるまちにするため、「めざす
すがた じっせん もと

姿 」の実践を求めてこの条例

を定めます。 

 

 

 

 

   

             

 

(1) 性別による役割にしばられず、お互
たが

いの生
い

き方
かた

を認
みと

め合
あ

い、家事
か じ

、

育児
い く じ

、介護
か い ご

をお互
たが

いに 力
ちから

を合
あ

わせて 行
おこな

う家庭 

(2) ドメスティック・バイオレンス（ 腕力
わんりょく

や言葉
こ と ば

による 暴力
ぼうりょく

、嫌
いや

がら

せなど）やあらゆる暴力の無
な

い安全
あんぜん

で平和
へ い わ

な家庭 

(3) お互いの性
せい

を 尊重
そんちょう

し、女性の健康
けんこう

と権利
け ん り

が守
まも

られる家庭 

 

 

 

(1)男女 平等
びょうどう

の意識
い し き

が高まるよう、児童
じ ど う

、生徒
せ い と

をはじめ 教 職 員
きょうしょくいん

が性別

による役割にしばられず、一人ひとりの個性や能力と人権
じんけん

を大切
たいせつ

にす

る 教育
きょういく

を実践
じっせん

する学校 

１ 家庭
か て い

のめざす姿 

２ 学校
が っ こ う

のめざす姿 
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(2) お互いの性を尊重し、セクシュアル・ハラスメントやドメスティッ

ク・バイオレンスを無くするための学習が、すべての学校
きょういく かつどう

教育 活動

とお

を通してしっかりと行われる学校 

 

                    

 

(1) 採用
さいよう

、賃金
ちんぎん

、 昇進
しょうしん

３ 職場
し ょ く ば

のめざす姿 

きょういく は い ち

、 教育 、配置などについて性別による差別がな

く、個人の能力と個性が大切にされる職場 

じんかく

(2) セクシュアル・ハラスメントが無くなり、男女がそれぞれの人格を

認め合って
あんしん はたら

安心して 働 ける職場 

か い ご ひつよう と せ い ど

(3) 男女が育児や介護のために必要な時間を取りやすい制度があり、仕

事と家庭の
りょうほう まも

両方 が守られる職場 

               

 

 
４ 地域

ち い き

のめざす姿 

かつどう き か く けってい

(1) 性別による役割にしばられず、地域で行われる 活動 の 企画 や 決定

たいとう さんかく

に男女が対等に参画できる地域 

(2) 男女が男女共同参画社会について学習し、セクシュアル・ハラスメ

ントやドメスティック・バイオレンスを無くすることに
と く

取り組む地域 

 

 

 

５ 市
し

役所
や く し ょ

のめざす姿 

(1) 市役所の仕事において、性別による役割分担や差別が行われないよ

うに
き くば せっきょくてき

気を配りながら、 積極的 に男女共同参画を進める市役所 
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ねが

(2) 市がお願いするいろいろな委員会などの女性委員と男性委員の人数

が
いっぽう かたよ き くば

一方に 偏 らないように気を配る市役所 

 

 

 

ぜ ん た い か ん

第１章 全体に関すること 

  
もくてき

（目的） 
じつげん

第１条 この条例は、恵庭市において男女共同参画社会を実現するための

き ほ ん かんが き し み ん かいしゃ こ じ ん しょうてん のうぎょう いとな

基本となる 考 えを決め、市民をはじめ会社、個人 商店 や 農業 を 営

せきにん ぎ む し ご と

む人、そして市の責任と義務を示し、市がしなければならない仕事の

き ほ ん き し み ん せいべつ かんけい こ じ ん

基本を決めることによって、すべての市民が性別に関係なく個人とし

て
そんちょう たいとう た ち ば じ ゆ う はつげん かつどう びょうどう

尊重 され、だれもが対等な立場で自由に発言したり活動し、 平等

く もくてき

とします。 に暮らせるようにすることを目的

て い ぎ

 （定義） 

つか こ と ば い み つぎ

第２条 この条例で使う言葉の意味は、次のとおりとします。 

た ち ば

(1) 男女共同参画 男女が、対等な立場の個人として、その個性と能力

を十分に
は っ き き か い か く ほ ぶ ん や かつどう

発揮する機会が確保され、社会のあらゆる分野での活動に

自分の
い し さ ん か とも せきにん も

意思で参加し、共に責任を持つこと。 

あ い て のぞ せいてき げんどう

(2) セクシュアル・ハラスメント 相手が望まない性的な言動をするこ

とにより、その人の
しょくば とう かんきょう がい あ い て たいおう

職場 等の 環境 を害したり、相手の対応によって

ふ り え き あた

不 利益を与えること。 
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き ほ ん り ね ん

（基本理念） 

かんが い か

第３条 男女共同参画は、次のことを基本となる 考 え（以下「基本理念」

といいます。）として、男女の
じんけん

人権が尊重されるように進めなければな

りません。 

かんけい

(1) 性別に関係なく、個人としてのすばらしさが尊重されること。 

さ べ つ て き あつか う

(2) 性別による差別的な 扱 いを受けないこと。 

は っ き き か い よ う い

(3) 性別に関係なく、個人としての能力を発揮する機会が用意されてい

ること。 

せ い ど しゅうかん

(4) 性別によって役割を分けるような制度や 習慣 をなくすること。 

けいかく

(5) 市や職場や地域の仕事について、その計画を考えたり決めたりする

とき、性別に関係なく対等に参画する
き か い

機会があること。 

きょうりょく せきにん やくわり は

(6) 家庭の男女が対等な立場で 協 力 し、家庭生活の 責任 と 役割 を 果

ささ あ

たすとともに、学校や地域など家庭以外での活動も支え合うこと。 

しょうがい つう せい かん ほんにん い し にんしん

(7) 女性が、 生涯 を通じて性に関する本人の意思が尊重され、妊娠と

しゅっさん けんこう がい

出産 によって健康が害されることがないようにすること。 

こくさい しゃかい いちいん と く

(8) 男女共同参画は、国際 社会の一員として共に取り組むものであるこ

と。 

（市民の責任と義務） 

り か い ふか じっこう

第４条 市民は、基本理念について理解を深め、毎日の生活の中で実行

つと

するよう努めなければなりません。 
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じぎょうしゃ

（事業者の責任と義務） 

かいしゃ のうぎょう いとな

第５条 会社そして個人商店や 農業 などを 営 む人（以下「事業者」とい

います。）は、基本理念について理解を深め、毎日の仕事の中で実行す

るよう努めなければなりません。 

しゃいん かんきょう つく

２ 事業者は、基本理念を社員が実行できるような 環境 を作るよう努め

なければなりません。 

ちょうないかい

（町内会などの責任と義務） 

じ し ゅ て き だんたい

第６条 町内会など地域の中で自主的に活動している団体は、基本理念

にしたがって、男女が平等に参画できるように努めなければなりません。 

（市の責任と義務） 

じゅうよう

第７条 市は、基本理念にしたがって、男女共同参画を進めることを 重要

そうごうてき と く

まなければなりません。 な仕事として総合的に取り組

２ 市は、男女共同参画を進める仕事をするときは、市民や事業者はもち

ろん、
くに と ど う ふ け ん ほか しちょうそん きょうりょく つと

国や都道府県、他の市町村とも 協 力 するよう努めなければな

りません。 

                   

（性別による権利
け ん り

侵害
しんがい

の禁止
き ん し

） 

り ゆ う ちょくせつてき かんせつてき

第８条 だれであっても、性別を理由に、 直接的 にも間接的にも差別を

してはなりません。 

２ だれであっても、セクシュアル・ハラスメントをしてはなりません。 
がい ぼうりょく てき こ う い せいしんてき

３ だれであっても、男女共同参画を害するような 暴力 的 行為（精神的
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おお く つ う あた こ う い ふく

みます。）をしてはなりません。 に大きな苦痛を与える行為を含

じょうほうていきょう

（市民への情報 提供） 

ひろ し み ん じょうほう ていきょう

第９条 だれであっても、広く市民に 情報 を 提供 するときは、基本理念

に
はん だんじょ かん おも う ひょうげん

反したり、男女 間の暴力を認めたり思い浮かべたりするような 表現

す せいてき

な表現をしてはなりません。 や、いき過ぎた性的

 

 

 

第２章 男女共同参画を進めるための仕事 

第１節 基本計画 

 

第１０条 市長は、男女共同参画を総合的に進めるため、基本となる計画

（以下「基本計画」といいます。）を作らなければなりません。 

２ 基本計画では、次のことを決めます。 

ちょうきかん

長期間(1) 男女共同参画を進めるために 、総合的に行わなければならない

主な仕事 

まえ

の号の仕事のほか、男女共同参画を進めるために必要な仕事 (2) 前

き

３ 市長は、基本計画を作るときは、市民や事業者の意見をよく聞かなけ

ればなりません。 

し ん ぎ か い い け ん

４ 市長は、基本計画を作るときは、恵庭市男女共同参画審議会の意見

をよく聞かなければなりません。 

し

５ 市長は、基本計画を作ったときは、市民に らせなければなりません。 知

 7



６ 第３項から第５項で決めていることは、基本計画の内容を変えるとき

にも当てはめます。 

 

 

第２節 実行する主なこと 

 

（仕事を計画するときに気を配ること） 

第１１条 市は、仕事を計画したり実行するときは、いつも、男女共同参

画が進むように気を配らなければなりません。 

しん ぎ か い い い ん

（審議会の委員など） 

どうすう

第１２条 市は、審議会などの委員を決めるときは、男女が同数になるよ

うに気を配らなければなりません。 

じ っ し

２ 市は、仕事の計画や実施について市民から意見を聞くときは、男女が

同数になるよう気を配らなければなりません。 

と く し く

（取り組む仕組み） 

第１３条 市は、男女共同参画に市全体として取り組む仕組みを作らなけ

ればなりません。 

き ひ よ う

（決まりや費用） 

き そ く き ひつよう

第１４条 市長は、男女共同参画を進めるための規則などを決め、必要

ひ よ う か く ほ

な費用を確保しなければなりません。 
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しょうがい まも

（女性の生涯の健康を守ること） 

たが じんかく そんちょう せい う そだ

第１５条 市は、男女が、互いの人格を 尊重 し、性や子を産み育てるこ

とについて
り か い ふか みずか い し けってい せい きょういく

理解を深め、 自 らの意思で決定できるように、性 教育 な

どを
じゅうじつ

させなければなりません。 充実

ほんにん

２ 市は、女性が、生涯にわたり性についての本人の意思が尊重され、

にんしん しゅっさん けんこう がい そうだん

妊娠や 出産 により健康が害されないように、健康相談などの仕事をし

なければなりません。 

こうほうかつどう

（広報活動など） 

ほうほう し

第１６条 市は、基本理念を市民や事業者に、いろいろな方法で知らせ

なければなりません。  

２ 市は、家庭教育をはじめ学校教育や社会教育などを通して、男女共同

参画を進めなければなりません。 

けんしゅう

３ 市は、市民や事業者が男女共同参画を進めるように、 研修 を行わな

ければなりません。 

                

（学校等で進めること） 

よ う ち え ん ほ い く し ょ い か

第１７条 市は、幼稚園、小学校や中学校などの学校や保育所（以下「学

校
とう じんけん きょういく ほ い く

等」といいます。）で男女共同参画や人権についての 教育 や保育が

おこな

行 われるように気を配らなければなりません。 

せっきょくてき とうよう

２ 市は、学校等で教育や保育を行う女性が 積極的 に登用されることや

男女が平等に能力を出し合えるように気を配らなければなりません。 
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し え ん

（活動の支援） 

第１８条 市は、男女共同参画を進めるための活動をしている市民に、

じょうほう

情報 を提供するなどの支援をしなければなりません。 

りょうりつ

（家庭生活等と職業生活を両立する支援） 

第１９条 市は、男女が共に家庭生活をはじめ地域の活動と職業生活のど

ちらも
な た

成 り 立 つことができるように、子どもを育てることや家族の

か い ご と う ひつよう し え ん

をしなければなりません。 介護等について必要な支援

はたら かんきょう

（ 働 く環境での男女共同参画） 

第２０条 市は、事業者が男女共同参画を進めようとするときは、情報の

提供などの支援をしなければなりません。 

ちょうさ ほうこく きょうりょく ねが

２ 市は、事業者に、男女共同参画についての調査や報告の 協 力 をお願

いすることができます。 
のうぎょう じえいぎょう はたら じょせい じゅうぶん

３ 市は、個人商店や 農業 などの自営業で 働 く女性が、その能力を 十分

じょうほう ていきょう ひつよう

に生かせるように、情報 を 提供 するなど必要な支援をしなければなり

ません。 
まえ かくこう き はたら かんきょう

４ 市は、前の各項で決めていることのほか、 働 く 環境 で男女共同参

画を進める仕事をするときは、国や北海道と
れんらく と じぎょうしゃ

連絡 を 取 り、 事業者 と

きょうりょく

協 力 しなければなりません。         
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じぎょうしゃ ひょうしょう

（事業者などの 表彰 ） 

第２１条 市は、男女共同参画について積極的に取り組んだ事業者などを

表彰することができます。 

かつどう ば し ょ

（活動場所） 

第２２条 市は、市民が男女共同参画についての活動をするための場所を

せ っ ち

設置しなければなりません。 

                    

すい しん いん

（男女共同参画推進員） 

第２３条 市は、男女共同参画の考えを広めるために男女共同参画推進員

を
お

置くことができます。 

じょうほう しゅうしゅう ちょうさ けんきゅう

（情報の 収集 と調査や研究） 

あつ

第２４条 市は、男女共同参画についての情報を集めたり、調査や研究を

しなければなりません。 

しゅうかん

（男女共同参画推進 週 間） 

り か い と く

第２５条 市は、男女共同参画についての理解と取り組みを進めるため、

男女共同参画推進週間を定めます。 

２ 市は、男女共同参画推進週間には、市民や事業者と協力して、男女共

同参画を進めるための
ぎょうじ

をしなければなりません。 行事

（市民に知らせること） 

じょうきょう

第２６条 市は、毎年、男女共同参画について取り組んだ 状 況 を市民に
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知らせなければなりません。 

 

 

 

第３章 相談や意見 

 

（相談や意見を言うこと） 
り ゆ う

第２７条 だれであっても、性別を理由として差別を受けたときなど基本

理念に反するようなことがあったときは、市長に相談をすることができ

ます。 

かんけい

２ だれであっても、市が進めている仕事が男女共同参画に関係があると

思われるときは、市長に意見を言うことができます。 

３ 市長は、第１項の相談や第２項の意見を受けたときは、関係のあると

ころと連絡を取り合って、きちんとした
し ょ ち

処置をしなければなりません。 

４ 市長は、前の項の処置をするときは、恵庭市男女共同参画審議会の意

見を聞くことができます。 

まどぐち せ っ ち

窓口の設置） （

第２８条 市長は、前の条の相談や意見を処理するため、相談窓口を設置

し、相談員を置かなければなりません。 

２ 相談員は、次の仕事をします。 

おう

(1) 市民や事業者からの相談や意見に応じること。 

し ど う じょげん

(2)相談や意見を処理するために必要な調査、指導や助言をすること。 
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第４章 男女共同参画審議会 

 

第２９条 男女共同参画を進めるため、恵庭市男女共同参画審議会（以下

「審議会」といいます。）を置きます。 

２ 審議会が行うことは、次のとおりです。 

(1) 市長から男女共同参画を進めることについての意見を求められたと

き、調査や検討をし、意見を言うこと。 

(2) 基本計画や実行する計画がどの程度行われたかについて報告を受け、

それについて意見を言うこと。 

(3)前の２号のほか、男女共同参画を進めるうえで必要があることにつ

いて市長に報告を求め、
せっきょくてき

積極的 に意見を言うこと。 

３ 審議会は、１３名以内の委員で構成します。ただし、男女どちらの委

員も全体の１０分の４
み ま ん

未満になってはいけません。 

４ 委員は、次の中から市長が決めます。 

ち し き けいけん ゆた

(1) 知識や生活経験が豊かな人 

すい

(2) 男女共同参画についての活動をしている団体から推せんされた人 

ぼしゅう おう

(3) 市民へ募集をして、応じた人 

(4) 前の各号のほか、市長が必要と認めた人。ただし、全体の１０分

の２以内とします。 

ほ け つ えら に ん き

５ 委員の任期は、２年とします。ただし、補欠で選ばれた人の任期は、

前の人の任期の残っている期間とします。 

かぎ さいにん

６ 委員は、３期までに されることができます。 限り、再任
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かいちょう ふくかいちょう お

７ 審議会に き、委員が、お互いに選びます。 会長 と 副会長 を置

とくべつ けんとう し ん ぎ か い り ん じ

８ 特別のことを調査したり検討する必要があるときは、審議会に臨時

の委員を置くことができます。 

うんえい

９ この条で決めていることのほか、審議会の運営について必要なことは、

会長が審議会と相談して決めます。 

 

 

 

 

 第５章 その他
ほ か

 

 

き そ く と う ま か

（規則等に任せること） 

第３０条 この条例で決めていることのほか、必要なことは、別に決めま

す。 

 

 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から行います。ただし、第２８条で決めている

ことは、
き そ く き ひ おこな し こ う

規則で決める日から 行 います。（平成１６年４月１日施行） 

は い し

２ 恵庭市男女共同参画審議会条例（平成１３年条例第１７号）は、廃止

します。 

３ この条例を行うとき、恵庭市男女共同参画審議会条例で男女共同参画

審議会の委員になっている人は、第４章で決めていることと
かんけい

関係なく、
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ひ つづ

平成１６年３月３１日までは、引き続いてこの条例の男女共同参画審

議会の委員とします。 
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